
全 社 地 発 第 4 8 5 号 

令 和 ３ 年 ３ 月 １ 日 

 

都道府県・指定都市社会福祉協議会 事務局長 殿 

 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 

事 務 局 長  

（公印略） 

 

社会福祉協議会と青年会議所の災害発生時における 

災害ボランティアセンター支援に関する協定書の締結推進について 

 

平素より本会事業の推進につきまして、多大なご協力を賜り深謝いたします。 

さて、本会では、今年 1月 18日に日本青年会議所と災害発生時における災害ボ

ランティアセンター支援に関する協定を別紙協定書により締結いたしましたの

でご連絡いたします。 

同協定は、災害ボランティア活動を通じて被災者支援を進めるために、都道府

県・指定都市・市区町村等において社協と青年会議所が災害時協定を締結するこ

とを推進するものです。また、第３条の「社会福祉協議会と青年会議所間の協定」

は、地域の青年会議所（ＬＯＭ）が災害ボランティアセンターに対して行う支援

の内容例を示してありますので、協定締結の参考としていただきたく存じます。 

つきましては、貴会におかれましても都道府県単位の青年会議所（ブロック協

議会）との協定締結についてご検討いただきますとともに、市区町村社協にも情

報提供いただき、必要に応じて市区町村社協における協定の締結をご支援いた

だきますようお願いいたします。 

なお、協定締結に向け、日本青年会議所会頭より全国の青年会議所に向けた社

協との協定の締結のお願いについて説明があったことを申し添えます。 

 

記 

１．送付物 

 

 ・災害発生時における災害ボランティアセンター支援に関する協定書 

  （全国社会福祉協議会と日本青年会議所との協定）・・・・・・協定書① 

 ・災害時における協力体制に関する協定書（ひな型） 

  （都道府県社会福祉協議会とブロック協議会との協定）・・・・協定書② 

 ・災害時における協力体制に関する協定書（ひな型） 

  （市区町村社会福祉協議会とＬＯＭとの協定）・・・・・・・・協定書③ 

 ・全国のブロック協議会一覧 



 

２．その他 

 

 （1）都道府県社協とブロック協議会との協定先について 

  ・都道府県・指定都市社協の協定締結先は原則として青年会議所のブロッ 

ク協議会となります。別添「全国のブロック協議会一覧」をご確認いた 

だき、専務理事に相談いただくようお願いします。 

  

（2）市区町村社協とＬＯＭとの協定締結の支援のお願いについて 

 ・貴管内にある市町村社協とＬＯＭとの協定の締結が進むよう、市区町村 

社協へ情報提供いただき必要に応じて市区町村社協における協定の締結 

をご支援いただきますようお願いいたします。 

  ・また、全国 129か所のＬＯＭから市区町村社協との協定の締結について 

積極的に取り交わしたいと意思がある箇所の情報を共有いたしますので 

ご確認いただき、市区町村社協への情報提供をいただきますようお願い 

いたします。 

   

 

【本件に関する問い合わせ先】 

 

 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

全国ボランティア・市民活動振興センター（担当：由利、小川） 

ＴＥＬ：03-3581-4656 / ＦＡＸ：03-3581-7858 

e-mail：vc00000@shakyo.or.jp 

 

 

 

 日本青年会議所  

国土強靭化委員会 副委員長 蓑田 庸平   

ＴＥＬ：090-4833-4935  

e-mail：y_minoda@bond-resort.com 
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